
なごもっか 

２０２０年
ねん

１月
がつ

１４日
か

 火曜日
か よ う び

 １１時
じ

オープン 

一人
ひ と り

で悩
なや

まないで、相談
そうだん

してください 

みなさんには「子
こ

どもの権利
け ん り

」があるって知
し

っていますか  
名古屋市
な ご や し

は、子
こ

どもにとって大切
たいせつ

な権利
け ん り

を守
まも

り、子
こ

どもたちがいつも笑顔
え が お

で 
くらせるように、２００８年

ねん
に「なごや子

こ
ども条 例

じょうれい
」という約束

やくそく
を作

つく
りました。 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

【相談
そうだん

方法
ほうほう

】電話
で ん わ

で  ０１２０－８７４－９９４
は な し  き く よ

 （子
こ

ども専用
せんよう

フリーダイヤル 無料
むりょう

） 
         ＦＡＸで ０５２－２１１－８０７２ 

      会
あ

って  〒461-0005 名古屋市
な ご や し

東区
ひがしく

東 桜
ひがしさくら

一丁目
いっちょうめ

13番
ばん

3号
ごう

 
      手紙

て が み
で         ＮＨＫ名古屋

な ご や
放送
ほうそう

センタービル６階
かい

 
＊子どもの権利に関わることであれば、大人も相談できます。 

      大人用電話番号  ０５２－２１１－８６４０ 

【相談
そうだん

受付
うけつけ

時間
じ か ん

】 月
げつ

・火
か

・金
きん

 11:00～18:30 木
もく

 11:00～19:30 土
ど

 11:00～16:30 
                              （祝 日

しゅくじつ
、年末

ねんまつ
年始
ね ん し

を除
のぞ

きます）                    

 

 

令和元年12月 第1号 

「なごもっか」は、困って
こま

いる子
こ

どもを助
たす

け、権利
け ん り

を守
まも

るところです。悩
なや

んだり、困
こま

った 

りしたときは、何
なん

でも相談
そうだん

してください。「どうするといいか」を一緒
いっしょ

に考
かんが

えます。 

１８歳
さい

未満
み ま ん

（高校
こうこう

在学中
ざいがくちゅう

の人
ひと

もふくむ）は相談
そうだん

できます。 

★ 秘密
ひ み つ

は守
まも

ります   ★ 話
はなし

をじっくり聴
き

きます 

なごっち 

たとえば、こんなときは 
「なごもっか」へ 

・学校
がっこう

に行
い

きたくないなぁ 
・仲間

な か ま
にはいれない 

・このルール
る ー る

、おかしくない  
・ 話

はなし
を聴

き
いてくれない 

 

・ご飯
はん

が食
た

べられない時
とき

がある 
・ゆっくりする時間

じ か ん
が欲

ほ
しい 

・みんなと違
ちが

うのはだめなの  
・嫌

いや
なことを言

い
っちゃった 

子どもの権利擁護委員は、名古屋市子どもの権利擁護委
員条例に基づき、家庭・地域・学校等での子どもの権利
を守るために、多様な分野の専門家から構成されていま
す。現在、弁護士 2名と研究者 3名（児童福祉・心理学・
教育学）の 5名です。電話・面接相談を行う調査相談員
の方々と連携をとりつつ、子どもの立場に立って権利侵
害の早期発見・解決・予防等に取り組めるよう独立性が
確保されています。子どもが生きやすい社会はすべての
人が生きやすい社会。その実現に向けて、力を合わせて
取り組んでいきたいと思います。 

すべての子どもは生まれながらに「権利」があります。

日本も批准している国連「子どもの権利条約」では、大

きく分けて 1.生きる権利、2.育つ権利、3.守られる権利、
4.参加する権利を定めています。子どもはどんなに小さ
くとも自分の気持ちがあり、それが尊重されることで自

分の人生を切り拓いていくことができます。子ども一人

ひとりに合わせた「最善の利益」が考慮され、子どもの

権利を保障するのは、社会そして大人の役割です。 

なごや子ども条例 
マスコットキャラクター 
なごっち 

栄 駅
さかええき

からオアシス 21 
を通

とお
って 3分

ぷん
ほどです 

「子どもの権利」とは？ 子どもの権利擁護委員から 

名古屋市
な ご や し

子
こ

どもの権利
け ん り

相談室
そうだんしつ

 



 

 

 

 
 

 

〔募集
ぼしゅう

内容
ないよう

〕 相談室
そうだんしつ

（なごもっか）のマスコットキャラクターを募集
ぼしゅう

します。 

       選
えら

ばれた作品
さくひん

は相談室
そうだんしつ

のマスコットキャラクターとして使
つか

われます。 

〔対
たい

 象
しょう

 者
しゃ

〕 名古屋
な ご や

市内
し な い

に住んでいる、もしくは市内
し な い

の学校
がっこう

等
とう

に通
かよ

っている１８歳
さい

未満
み ま ん

の人
ひと

   

（在学中
ざいがくちゅう

も含
ふく

みます） 

〔応募
お う ぼ

方法
ほうほう

〕 下段
か だ ん

のスペースまたは別
べつ

の紙
かみ

に描
か

いて、①応募箱
おうぼばこ

（相談室
そうだんしつ

にあります）②ファックス  

③郵送
ゆうそう

 ④メール（a3199＠kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp）で応募
お う ぼ

してください。 

※ファックス番号
ばんごう

と郵送
ゆうそう

の宛
あて

先
さき

は表面
おもてめん

をご覧
らん

ください 

〔締
し

め切
き

り〕 令和
れ い わ

２年
ねん

１月
がつ

３１日
にち

（金
きん

） 

〔そ の 他
ほか

〕 マスコットキャラクターが選
えら

ばれた人
ひと

には、記念
き ね ん

品等
ひんとう

をお渡
わた

しします。 

（令和
れ い わ

２年
ねん

５月
がつ

頃
ごろ

を予定
よ て い

） 

名古屋市
な ご や し

公式
こうしき

ウェブサイトにも募集
ぼしゅう

についての説明
せつめい

ページを開設
かいせつ

しました。 

『なごもっか マスコットキャラクター募集
ぼしゅう

』で検索
けんさく

！ QR コード  ⇒ 
 

 

 

 

 

 

 
 

マスコットキャラクターをここに描
か

いてね            

 

 

       

 

 

 

説
せつ

 明
めい

 

住
じゅう

 所
しょ

 

名
な

 前
まえ

  年
ねん

齢
れい

など  

名古屋市
な ご や し

子
こ

どもの権利
け ん り

相談室
そうだんしつ

 

 「なごもっか」マスコットキャラクター募集
ぼしゅう

  

☆別
べつ

の紙
かみ

に描
か

いて応募
おうぼ

もできます。☆みなさんの応募
おうぼ

をお待
ま

ちしています。 

電話番号
でんわばんごう

  

マスコットキャラクターが決
き

まったら 愛 称
あいしょう

（ニックネーム）を募 集
ぼしゅう

します 

・応募された作品はお返しいたしませんのでご理解ください。 
・作品についてはデザイナー等により一部を修正させていただく場合があります。 
・個人情報については許可なく使用目的以外に利用することはありません。 
・応募作品は、応募者の自作・未発表で、第三者の著作権や肖像権等の権利を侵害しないものに限ります。 
・採用作品の著作権など一切の知的財産権は名古屋市に帰属します。 
・QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です 

この印刷物は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。 


